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電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
三
条

鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
軌
道
法
（
大
正

第
三
条

鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
、
軌
道
法
（
大
正

十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二

十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二

号
）
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
電
気
設
備
で
あ
っ
て
、
鉄
道
、
索
道
又
は

号
）
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
電
気
設
備
で
あ
っ
て
、
鉄
道
、
索
道
又
は

軌
道
の
専
用
敷
地
内
に
施
設
す
る
も
の
（
直
流
変
成
器
又
は
交
流
き
電
用
変
成

軌
道
の
専
用
敷
地
内
に
施
設
す
る
も
の
（
直
流
変
成
器
又
は
交
流
き
電
用
変
成

器
を
施
設
す
る
変
電
所
（
以
下
「
電
気
鉄
道
用
変
電
所
」
と
い
う
。
）
相
互
を

器
を
施
設
す
る
変
電
所
（
以
下
「
電
気
鉄
道
用
変
電
所
」
と
い
う
。
）
相
互
を

接
続
す
る
送
電
用
の
電
線
路
以
外
の
送
電
用
の
電
線
路
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

接
続
す
る
送
電
用
の
電
線
路
以
外
の
送
電
用
の
電
線
路
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
第
十
九
条
第
十
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
二

は
、
第
十
九
条
第
十
三
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
第
二

項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第

項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
三

三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び

十
九
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五

第
三
項
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
鉄
道
営
業
法
、
軌

十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
又
は
鉄
道
事
業

道
法
又
は
鉄
道
事
業
法
の
相
当
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

法
の
相
当
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
又
は
鉄
道
事
業
法
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
電

３

鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
又
は
鉄
道
事
業
法
が
適
用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
電

気
鉄
道
用
変
電
所
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条

気
鉄
道
用
変
電
所
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、

第
二
項
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
又
は
鉄
道
事
業
法
の
相

鉄
道
営
業
法
、
軌
道
法
又
は
鉄
道
事
業
法
の
相
当
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

当
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
。
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（
電
車
線
路
の
施
設
制
限
）

（
電
車
線
路
の
施
設
制
限
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２

・
３

（
略
）

４

前
項
の
専
用
敷
地
は
、
電
車
線
路
が
、
サ
ー
ド
レ
ー
ル
式
で
あ
る
場
合
等

４

前
項
の
専
用
敷
地
は
、
電
車
線
路
が
、
サ
ー
ド
レ
ー
ル
方
式
で
あ
る
場
合

人
が
そ
の
敷
地
内
に
立
ち
入
っ
た
場
合
に
感
電
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ

等
人
が
そ
の
敷
地
内
に
立
ち
入
っ
た
場
合
に
感
電
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で

る
場
合
に
は
、
高
架
鉄
道
等
人
が
容
易
に
立
ち
入
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

あ
る
場
合
に
は
、
高
架
鉄
道
等
人
が
容
易
に
立
ち
入
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ

な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。


